
豊中市では電子成果品としての納品を行っておりませんので、電子成果品
作成費は計上しておりません。
ただし、設計業務の直接人件費の2％を印刷製本費として計上しておりま
す。
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1 考慮しております。
設計書第4号内訳書、第8号代価表にある道路詳細設計(B)につ
いて、「歩道等の設計を行う」場合の標準歩掛の割増し率を考
慮しているかどうかご教示願います。

設計書第5号内訳書、第9号代価表にある関係機関打合せ協議
について、道路管理者、交通管理者、地下埋設物管理者の3機
関各1回と考えてよろしいでしょうか。異なる場合、計上している
機関数、回数をご教示願います。

関係機関協議に関しては、１機関（地下埋設物管理者）1回の協議を想定
し、計上しております。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 神崎刀根山線（上野坂地内）詳細設計委託

回　　　　答質疑事項

業務費内訳書の2ページ目(設計書PDFの4/24)に設計業務の
電子成果品作成費が記載されていますが、設計書PDFの22/24
の経費一覧表では、電子成果品作成費が「計上しない」となって
います。
設計業務の電子成果品作成費が計上しているかどうかご教示
願います。


